
令和元年8月5日
総合取引所説明会資料

金融庁・財務局

金融商品取引業新規登録手続きについて

登録について

金融庁・財務局

令和元年8月5日

金融商品取引業の登録について①
令和元年8月5白
金融庁・財務局

〉総合取引所において引き続き商品関連市場ヂリバティブ取引の取次ぎ等の業務を行うためには、金融商品
取引法(以下「法jという。)第29条に基づく第一種金融商品取引業の登録が必要となります。

〉登録審査は財務局が行います(金融庁ではありませんのでご注意下さい)。なお、登録審査を行う財務局は、
本庖所在地を管轄する財務局となります。

※本庖所在地が東京都の場合は関東財務局、大阪府の場合は近畿財務局、愛知県の場合は東海財務局、がそれぞれ

審査を担当いたします。

概要書の提出
》財務局まで概要書(別紙)をメールにてご提出頂きます。財務局では内容を確認の上、質問・確認等いたしま

すので、適宜修正等して頂きます。

※概要書(word形式)は財務局にてお渡しいたしますので、審査を担当する財務局までお申し出下さい。

〉盤霊董(第一版)は8月末固までに電子メールにてご提出ください(添付書類は9月末日まででも可)。なお、
財務局に提出する際は、日証協、 JPX(日本取引所自主規制法人、日本証券クリアリング機構)にも同時に

ご提出頂きます(閉じメールで送付可)。概要書の審査は本年中に終えることをメドとしておりますのでご協
力をお願いいたします。

※審査の迅速化を図るため、日証協、 JPXでも同時に概要書の質問・確認等を行います。

登録申請書の提出
〉概要書の審査が終わると、概要書の最終版をご提出頂き、その後、正式に登録申請書を提出して頂きます。

審査後、登録された場合は、金融商品取引業者登録簿に登録される(法第29条の3第1項)とともに、その
旨書面にて通知します(法第57条第3項)。

仲介業について
〉既に金融商品仲介業者として登録している場合、そのままでは第一種金融商品取引業の登録ができません

(法第66条)。詳しくは登録をしている財務局までご相談ください。

- 162 -

［資料６－（６）］



令和元年8月5日
金融庁・財務局

• 

これ以外の資料が必要となる場合があります。

社内規定等は既存のまま、あるいは修正することで
問題ないことがあります。

詳細につきましては担当財務局までご相談ください。

選盆董窪

田 誓約書

口業務の内容及び方法を記載した書面
../業務運営に関する基本原則

〆業務執行の方法

〆業務分掌の方法

〆業として行う金融商品取引行為の種類

〆苦情の解決のための体制

〆第一種金融商品取引業を行う場合として次に掲げる事項

・取り扱う有価証券及び業として行うデリバティフ、取引の種類

・損失の危険の管理方法
・有価証券等管理業務を行う場合の法第43条の2から第43条の3までの規定による管理の方法
・有価証券関連業を行う場合の業等府令第70条の4第1J1頁各号に掲げる措置に関する事項

業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

役員及び重要な使用人の履歴書

役員及び重要な使用人の住民票の抄本

役員及び重要な使用人が法第四条の4第1項第2号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書にれに代わる書面)

役員及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号ハからリまでのいずれにも該当しない者で、あることを当該役員及び

重要な使用人が誓約する書面
特定関係者の状況を記載した書面

定款

登記事項証明書

最終の貸借対照表及び損益計算書(関連する注記を含む)

純財産額を算出した書面

主要株主を記載した書面
自己資本規制比率を記載した書面

(※)引き続き商品関連市場デリバティブ取引の取次ぎ等を行う業者には経過措置が設けられていますが、
商品先物取引法に基づく純資産額規制比率とは一部計算方法が異なりますのでご注意ください。

金融商品取引業の登録について②

• • 

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

令和元年8月5日
金融庁・財務局金融商品取引業の登録について③

【提出の際の注意】

資料(概要書等)を提出する

際は、担当財務局(関東財

務局のみ本局と東京財務事

務所の2か所)+日本証券

業協会+JPX(日本取引所

自主規制法人+日本証券ク

リアリング機構)の4か所に
ご提出をお願いします。

金融庁・財務局の連絡先

0金融庁監督局証券課 803-3560-6000(内線:2662) 担当 :原田、武田、高橋

登録に関するお問い合わせは各財務局となります。

0関東財務局理財部証券監督第一課 8048-600-1155(直通)
担当:竹安、五十嵐(syou.kan1 @kt.lfb-mof.gojp) 

関東財務局東京財務事務所理財第六課 803-5842-7016(直通)
担当 :臼谷、立川 (5rizai.tokyo@kt.lfb-mof.gojp) 

※データの提出は本局と東京財務事務所両方に送付願います。

0近畿財務局理財部証券監督第一課 806-6949-6367 (直通)
担当・井上、羽賀、小川 (kinzai_syoukenkantoku_l@kk.lfb-mof.gojp) 

0東海財務局理財部証券監督課 8052-951-2498 (直通)
担当 -上野、渡濯、奥村(tkz0553@tk.lfb-mof.gojp)

日本証券業協会の連絡先

総務部 803-6665-6800
担当 ;山崎、幡豆、菊田、坂本、奥村Usda-shinki@wanjsda.orjp)

日本取引所自主規制法人の連絡先

考査部 8050-3377-7245(直通)
担当:中村(sh-nakamura@jpx.cojp)、茨田(y-barada@jpx.cojp)

日本証券クリアリング機構の連絡先

清算リスク管理部 8050-3361-1789 
担当 :鴫原(m-shigihara@jpx.cojp)、田辺(osamu-t.anabe@jpx.cojp)
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日本証券業協会
J S DA Japan Securitie 

総合取引所に関する説明会

2019年8月5日
日本証券業協会

。JoponS堅:uritiesD叩|郎AssociGF坦~AJI gights_ Reserved. 

l:目次 1 司
JSDA 

-・・a霊園・・ -E霊Eヨ・・E霊Imi歪ヨ
①加入フロー(提出書媛含む〉

日証協の加入手続きに ※特定業務会員としての加入を前提に
総務部 2-12 

ついて ②加入に係る費用
③Slnet接続について

2 外務員資格について 外務員資格の要件について 資格管理部 13・14

3 内部管理責任者・営業責 肉部管理責任者等の配置に
規律審査部 15・16任者について ついての考え方について

4 自主規制規則について 自主規制規則の内容の方針
自主規制企画部 4 について

①日本投資者保護基金への

5 その他
加入について

総務部 17-19 
②指定紛争解決機関との契
約締結義務について
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- 170 -

［資料６－（８）］



園量一ー

111 
JSDA 

基本的な方針(2014年11月の理事会で了承された特別委員会報告書に基づく方針)

新たに金融商品取引法の下で行われる商品デリバティフ耳ヌ引の取次ぎについて、
定款を改正して本協会の業務の対象にするとともに、それを専門に行う者につき、

新たに「特定業務会員」として位置付ける。
また、特定業務会員は、本協会の自主規制機能のみに参画することとし、既存の

協会員も含めて必要な自主規制の枠組みを整備する。

(新たな「特定業務会員jとしての位置付け)

E開~璽露E蜜ヨ・|-・E撃彊圃・-E富司m..

面画面圃 第一種 登録金融機関 第一種金商業 E
金商業 業務

証券会社 銀行等 株式投資型クラ 電子取引基盤運 E商品デリパティ E
ウドファンディン 営業者 Eブ取引の取次ぎE

グ業者 E 専業業者 E 

-E霊璽霊彊・ 。
匿璽置盟国 。 。
-E軍軍藷富田・ 。 。 。 。 。、園田園圃，
(※)本資料において、「商品デリパティブ取引の取次ぎJとは、総合取引所において取引される商品関連市場デリパティブ取引の取次ぎ等(間取引の媒介、

取次ぎ若しくは代理、文は間取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理)をいう。

盤、持iiì:5~~な ー「一一一一一一一一一一
脚 本協会の今?厨雨否l
能率目

1.定款の一部改正について

。JapanSecurities Dealers Association.AII Rights Re悶

也 JSDA 

〉本協会の自主規制の対象に商晶子、リバティブ、取引の取次ぎを加えるとともに、「特定業務会

員」の対象となる業務に、同業務を加えるなどの改正を行う。

2.商品テ、リバティフ耳ヌ引の取次ぎのみを行う業者(商品専業業者)に係る会費

等について

〉商品専業業者の負担が全体として余り増加しないようにすることを念頭に適切な水準を検討

する。

3 本協会の入会手続き

〉商品専業業者が総合取引所での取引を円滑に開始できるよう、行政当局とも連携し、迅速
に特定業務会員としての入会手続き(入会審査)を実施する。

4.自主規制の枠組みの整備

》基本的には、既存の市場デリバティブ取引の取次ぎに係る自主規制を適用する。
ただし、商品専業業者の業務の特性等に照らした取扱いや総合取引所への円滑な移行の

観点から、一定の経過措置を検討する。

@JaJ)an Secum包♀ealers 坐竺C匂tion坐宅~g也~ Be~e!:"!l~:..._ 3. 
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I 自主規附組みの整備に係る具体的検討項調 曙 --
①行為規制・顧客管理体制の整備など
・ 取引開始基準の策定・遵守、注意喚起文書の交付・説明、確認書の徴求、節度ある

利用など
※一部、特定業務会員の業務の特性等に照らした取扱いも検討する。

②内部管理責任者の配置など

営業責任者・内部管理責任者の配置・要件など
※一部、特定業務会員の業務の特性等に照らした取扱いも検討する。

③外務員等の資格
会員、特別会員及び特定業務会員の外務員、営業責任者、内部管理責任者の資

格要件など
・ 既存の商先業者の役職員のうち、商品先物取引に係る資格(商先協の資格)の有

資格者については、日証協の試験合格を要件としないなど経過措置を設けることも
考えられる。

④分別管理
・ 商品ヂリバティブ、取引に係る分別管理監査の在り方など

⑤その他

・監査・モニタリング、研修、苦情・相談など

(注)既存の商先業者に認められている経過措置(自己資本規制比率、委託者保護基金の利用と商先法
基準での区分管理等)を投資者に周知することも検討する。

。JoponS全C咽 iesDeolers型竺ci坐iO_li.dllRi9t1ts~~s~rved. 4 

加入;申請

メ明

(注)日本投資者保護基金に加入する場合
加入手続きι(2~3週間) : 

•• A __l 

曹~ 1¥. 

日本投資者保護基金ll
加入~~青 加杯 ' 

|注目定業務会員の加入手続き 関司

行政当局t
開
「

事前審査期間

i ヲ聖

堂録持議

(変更登稼申請)

登録(変更登録)審査

標準処理期間(2ヵ月)※変更壷録の場合は1カ月

一一J ......... 川、

登訴
(変更〈登録)

>1 
加入手続き (2~3週間)

守 _l_一合

E
[剛一一

…幽thFm耕
叫

証
酬

本
一

副
馴

加入

加入審査

加入審査 > 
。JoponSecu州esDe-ol~rs ASSO~iotion.AII Rights Reserved. -5 

JSDA 

〉

〉
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l 【関陣証券業協…入申請時にーする書課 唱 --JSDA 
〔入会申請書関係〕

1 入会申請書

2 入会申請書の添付書類(定款の施行に関する規則第8条)

(1)金融商品取引業の登録申請書の写し及びその添付書類の写し並びに当該登録を証する書面の

写し
(2)金商法第35条第3項の規定に基づく届出書の写し(その他業務の届出をしている場合)

(3)金商法第35条第4項の規定に基づく承認申請書の写し及びその添付書類の写し並びに当該承

認を証する書面の写し(その他業務の承認を受けている場合)

(4)定款第23条第1号の規定に該当することの有無及び該当する場合にはその内容を記載した書面

(5)反社会的勢力との関係がないことを示す誓約書

(6)倫理コード
(7)その他本協会が必要と認める資料(本協会よりその他の資料の提出を求められた場合)

3.誓約書

4 会員代表者及び同代理人の履歴書

。JapanSecu州;;Dealers Association.AII Rights Reserved. 6 

5. SI-Netlこ接続するシステムと各種申請について(特定業務会員)

| 開(全国)

l町|

監視委員会

財務局

SI-Net 
(2009年1月稼働)

協会員と本協会・取引所が運営するシステム

を後続するネットワーク基盤

ワンストップサービスの実現

個人情報の伝遣を考慮した高セキュア環境

(暗号化・不正アクセス防止)

確実な伝送による高信頼性の実現

担当:IT統括郁

※JPXと協会の合同検査の際の資料の綬受等で利用する場合
=。担当:監査管理部

OコンブライアンスWAN
会員、取引所及び監視委員会との問で、

不公正取引に係る市場監視情報を授受(※)

担当:エクイティ市場畝

0外務員登録・資格管理システム

協会員と協会との問で、資格試験等の申込み・結果

確認及び外務員愛録等の情報を授受

l 担当:資格管浬部

♀埠会盟企N
協会員と協会との問で、協会員通知、各種届出・

報告資料を綬受

「ー担匙IT統括郡

I…ヮ一時を管理

l 担当:IT統括郎

@Japan S~çu耐es Deal己rsAsぬciation.A11Rights Reseげまd. 7 
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【参考】その他必要に応じて接続するシステムについて

担当:BCP対策室

本協会連絡先一覧

0本協会担当部署連絡先一瞥

|総務部 :03一節目ー68∞

|資輔副:03-6665-6779 

|監査管理師:03-6665-6776 

。JopanSecurities Dealers Association.AII Rights Reserved. 

{IT統括部:03-66町一6757

自主規制企画部: 03-6665-6769 

l BCP対策室 : 03-520目白O

。JapanSec州 iesDealers Association.AII Rights Rese刊 ed. .. -9 
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1.初期費用

ー_1!J1&;':I";ß~___  • -・1m曹習照明・・・・・・2・1>1・ーーー
54，000 27，540 

54，000 27，540 

54，000 27，540 

51，840 27，540 

ー-，~回同_.6.ii;I_ 84，780 

.院&軍哩."<I;t! 74，412 62，守64

2.月額費用

圃・・・・・・・・・・・・111>主主3針~:I・・・・・・・・・・・・・

E由民;E'a~jll京別居~]主事&き掴圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

E由民;E'li~llJ吉酒量軍~IIG;~'ト.... ~.. .......  -

E田1m活 訓庄町周:'-:l'Jj官来事・lLtι... ・・・・・・・・・・・・・・・

I スイッチ I 

• JSOA 

140，400 

140，400 

34，560 

17，280 

圃圃圃圃園田FE建ilm_圃・~nl!:of明潤圃圃・E曹司胃・・・

-・・・・E霊- -.FjoJtm・92，556 92，556 

68，796 68，796 EEE盟理-翠 1，296 

54，432 62，100 
Em~~#.tL2^1'/T 董富田・・・ 864 

33，156 56，484 

圃園町宮....，闘置'盟国司・・・・ 17，172 

-・・E司!m型・・・ 51，840 54，000 単位'円 (消費税込み)

【注意事項1
・各種料金につきましてはSI-Net利用の手引きからの彼粋となっております。今後、利用の手引きは事前の予告なく変更されることがありますのでご了承く
ださい。

司工事費用については休日工事等の場合、割り唱し料金が発生します。
・回線設置先ピルによっては、上位費用以外に利用者にて手配、支払する必要のある付帯工事が発生する場合があります。

@Jap坦豆坦唖fies_Qealersðs~空ciatio_rlろ~ ~ghts Reserv~d . 

1.シングル構成(NTT-com・光1M回線)の場合

【初期費用】

E 企司犀ヨ

-.・・

【月額費用]

;E 
140，400 

140，400 
34，560 
17，280 
51，840 

384，480 

，.1・.= -圃園田~I.'n ~'m_・圃園田亘書:f，l .~'m.圃圃

臨葺蓮沼謂I胃盟理現吉i!
凶mE'言昔日除柿沼~.... 暗躍:!ll

百1礎盟冨ヨ
一・'..冒

1，296 15，552 
864 10，368 

33，156 397，872 
35，316 423，792 

2.冗長構成(KDD卜光1M回線+NTT-com'光へ.λ卜エフオート)の場合

【初期費用】

.囚鴎EE鴻~l}眠E鷲苦鴇渇弓姐1量量白'配♂叫.阻.阻E司.山'li iil ~'渇t.叫"叫】._----_.
堅固

【月額費用】

一一一一一一一一一一一一一一二百ー一一一一一一一一一一一一一

二1TI
280，800 
280，800 

69，120 
34，560 

112，320 
777，600 

-・・~I'.:，l:_'i;.・圃圃・E藷:f;k'i ;・園田
2，592 
1，728 

73，656 
77，976 

31，104 
20，736 

883，872 
935，712 

JSOA 

単位円 (消費税iλみ)

@Japan Secu州民 DealersAssociation.AII Rゆ tsRe狩，rved. 11 
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JSDA 

-外務員の資格要件(その1) 

=今商先法のもとで、業務を行ってきた商先専業業者(特定業務会員)の役職員につい
ては、当分の問、

①商品先物取引外務員資格の保有(※1)、及び

②金商法や日証協規則等一定の知識習得のための研修等(※2)の受講修了記録

の確認をもって、商品デ、リバティブ取引の取次ぎを取り扱うための資格を付与する
方向で検討する。(※3)

(※1 )商先法上の登録取消し文は職務停止、商先協規則上のニ級不都合行為者の取扱い又は職務禁止

措置を受け、外務行為が禁止されている期間中の者を除く。
(※2)研修については、本協会が指定する内容の研修を、商先協と連携し、実施する予定。

(※3)既に本協会に会員等として加入している金商業者で、商品デリパティブ、取引の取次ぎのみに従事す

る役職員(一種・特別会員一種外務員資格の未取得者)がいる場合にも、同様の取扱いとする。

<商先専業業者(特定業務会員)の役職員>

商品先物取引外

務員資格 b
 

耳
別

協
が

証
す
了

日
関
修

ゃ
に
講

法

等

受

商

則

等

金

規

修

商品デリバティプ、

取引の取次ぎのみ
従事可能

/ 

----
。 J~p~~EZ~eale~!-ssociat~ピド駒込竺_!erved._ .:t 3 
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--
-外務員の資格要件(その2)

=今既に本協会に会員等として加入している金商業者で、商品デリバティフ、取引の取

次ぎにも従事する役職員がいる場合には、本協会が付与する一種外務員資格、特

別会員一種外務員資格を、商品テ、リバティブ、取引の取次ぎを取り扱うための資格要

件とし、これらの資格試験の対象範囲に商品デリバティブ、取引の取次ぎが追加され

る以前の資格を保有する者については、当該取引等に関する一定の知識習得のた

めの研修等(※)の受講修了を追加の資格要件とする方向で検討する。

(※)本協会が指定する内容に沿った社内研修を実施し、本協会に報告することを想定。

く日証協の会員等の役職員>

試験範囲への
追加以後

試験範囲への
追加前

一種外務員資格、
特別会員一種外
務員資格

一種外務員資格、
特別会員一種外
務員資格

商品テ、リバティフ、

取引の取次ぎにも
従事可能

/ 
---

商品デリバティフ、 下、

取引に関する研修 l で〉
等受講修了 レ/

商品デリバティブ
取引の取次ぎにも
従事可能

./'" 

。 Ja坦竺Securitie坦eal郎 ~~~iati~.AII Rig坦 R竺型恒 14 

ロ内部管理責任者、営業責任者の任命、配置要件

吟現在保有している資格等を活かせるように、

①日証協又は商先協の内部管理責任者等の資格を保有、及び

②以下のいずれかの要件を具備すること

JSDA 

をもって、本協会における商品テリバティブ耳R引の取次ぎに係る営業単位の内部管理

責任者等として任命し、配置できるよう検討する予定。

日証協の内部管理
責任者資格試験等
の合格

文は

商先協が実施する
内部管理責任者等
資格研修の修了

<以下のいずれか>

商品デリパティフ耳R引が試験の出題範
囲に追加された後の一種外務員資格、
特別会員一種外務員資格

一種外務員資格、
特別会員一種外
務員資格

商品先物取引
外務員資格

商品デリバティ
ブ取引に関する
研修受講修了

金商法や日証協
規則等に関する
研修等受講修了

----~一司、--...

商品テ、リバティフ耳R

引の取次ぎに係る営
業単位に配置可能

----_ー一一__---

。JapαnSecurities Dealers Association.AII Rights Reserved. 15 
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【参考】「協会員の内部管理責任者等に関する規則J 臨画
JSDA 

「協会員の内部管理責任者等に関する規則」

(内部管理部門の管理職者等の資格取得)※

第 7条 第1項

協会員は、細則に定める内部管理部門に所属する管理職者(所属部署等の業務を管理監督する権

限を有する者をいう。以下同じ。)について、会員内部管理責任者資格試験の合格者(特定業務会員

又は特別会員にあっては、会員内部管理責任者資格試験文は特別会員内部管理責任者資格試験の
合格者)でなければ、その職務を行わせてはならない。

(※)第7条については、今後、特例等を設けることを検討する予定。

(営業責任者の配置)

第 10条 第1項
協会員は、当該協会員における投資勧誘等の営業活動、顧客管理を行う本庖、その他の嘗業所又

は事務所(本底、その他の営業所文は事務所における部署を含む。)について、細則に定める営業単
位として定め、当該営業単位の長を営業責任者に任命し、配置しなければならない。

(内部管理責任者の配置)

第 13条 第1項
協会員は、当該協会員における投資勧誘等の営業活動、顧客管理を行う本庖、その他の営業所又

は事務所(本庖、その他の営業所文は事務所における部署を含む。)について、細則に定める営業単

位として定め、当該営業単位ごとに内部管理業務の管理職者を内部管理責任者に任命し、配置しなけ
ればならない。

。JapanSecurities Dealers Association.A，，'RightS Reserved. 16 

8 投資者保護基金への加入義務について

_.J..J.， I I r日本商品委託者保護基金」を金
時 i日本商品委託者保護基金(::対し、|・ |商法上の投資者保護基金と見な

特定会員となる旨の皇出ま丘三 I _，.. Iす改正金商法施行前から
日本商品委託者保護基
金の会員である商品先
物取引業者 日本商品委託者保護基金に対し、

時 |特定会員となる旨の申出を行わ |時

主公

改正金商法施行後に日本商品委託者保護基金の
会員となった商品先物取引業者

日本商品委託者保護基金の会員ではない商品先
物取引業者

「日本投資者保護基金Jへの加入
が必要

(注)自己資本規制比率の計算方
法、分別管理の方法は金商法基
準

日本投資者保護基金への加入申請は、当局に対する畳録文は変璽登録の申請と同時に行わなけれ
ばならなし、(金融商品取引法第79条の27)。

=。当局に対し登録申請の相談を始める際には、日本投資者保護基金にも併せて相談して頂きたい。

作成日本投資者保護基金

17 
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9.指定紛争解決機関との契約締結義務について

【ポイント】

第一種金融商品取引業の登録を受けた金融商品取引業者は、金商法第37条のフ第1項第1号イの規定により、

指定紛争解決機関連1である証券・金融商品あっせん相談センター(以下「円NMACJとし句。)との間で、特定第1種金

融商品取引業務担に係る手続実施基本契約却を締結する措置を講じなければならないこととされております。

注1)金商法第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関をいいます。
RNMACは、金融庁長官から特定第1種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関の指定を受けています。

注2)金融商品取引業者が行う金商法第28条第1項各号に掲げる行為に係る業務及び第35条第1項の規

定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う金商法第2条第11

項第1号から第3号までに掲げる行為に係る業務をいいます。

注3)金商法第156条の38第13項に規定する手続実施基本契約をいいます。

第一種金融商品取引業者がFINMACとの間で手続実施基本契約を締結しようとする場合は、 FINMACの「苦情

解決支援とあっせんに関する業務規程Jの定めにより、必要な手続きがあります。

=辛必要な手続きをご案内いたしますので、当局への畳録申請手続きと併せて、 FINMACIこもご相談ください。

作成 ・証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

手続実施基本契約締結の事務フロー

必J・AORtl"-MA< 

、ー寵券・金融商品あっせん椙誤センター

① 郵送 ・持参 人回二回
手続実飽基本契約申込

oじ/ ⑥| ニマ
⑦ 1過を郵送して手続完了 ¥ 

⑤郵送・待多

④郵送

① 手続実給基本契約申込書を拠出(郵送又は持参) していただきます。

② 手続実施基本契約申込書の内容確忽を行います。

③ 手続実施基本契約書2過を作成いたします。

④ 手続実施基本契約書2通を送付 (郵送)いたします。

⑤内容をご確aいただき、 手続実施基本契約書2通に配名 ・押印して、返送(郵送文lま持多)自由います。

⑥ 当センターにて、 手続実施基本契約書2通に記名 ・押印 ・契約日を記入いたします。

⑦ 当センヲーから手続実B軍基本契約書 1通を送付(郵送)いたします。

18 

作成 証券・金融商品あっせん徳談センター(FINMAC)

19 
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-加入手続きについて・・・・・・・・・総務部(03-6665 -6800) 

-外務員資格について・・・・・・・・・資格管理部(03-6665-6779)

--JSDA 

・内部管理責任者・営業責任者について・・・規律審査部(03-6665-6778)

・自主規制規則について・・・・・・・自主規制企画部(03-6665-6769)

-日本投資者保護基金関係・・・・・日本投資者保護基金(03-3667-9670)

・手続実施基本契約関係・・・・・証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC) (03-3667-8016) 

。 -!_ap~II:!1ecuri~~D~qlers As~~ciation.~ Ri9!:lts ~s曾ed. 20 
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コンブライアンスWANについて

JPX 日本取引所自主規制法人売買審査部
JAPAN EXCHANGE 

GROUP 
東京証券取引所 IT開発部情報システム担当

lコンブライアンスWANについて

コ〉ブライアン
スWAN

- 当局 (証券取引等監視委員会及び各地財務局)、 自主規制機関 (日本取引所自主規

制法人、日本証券業協会及び各地取引所)と市場参加者 (証券会社等)との閣を主主ユ

アな共通のネットワーク絹※1歪鐘益ネットワークシステム

ごのネットワーク網を利用し、 各証券会社等と当局及び自主規制機関の間で、売買審査上

i 必要な資料を授受するシステム

※1ネットワーク網については、東京証券取引所が運営するlarrownetJ、または日本証券業協会が運営する「証券共同ネットワーク
(SI-Net)を利用します。

且 且品品品

1111 

、ーーーーーーーーーー・・・・ーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーー・ー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--幽..-_ .. ・骨・・・・ーー'

コンブライアンスWAN

，ーーーー・・・ーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司. .自由自由ーーーーーーーーーーー田・・・・・・ーー・・ーーーーーーーーーー、

ド元町民rmm肘 Group ， I~. 1 
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lコンブライアンスWANの役割 1111 

- 投資者属性に関わる個人情報を含んだ機密性が非常に高いデータ等をセキュアなシステム環境下で送受信可能

、・ 大最・大容量の取引データを、多数の証券会社等と当局・自主規制機関の聞で、短時間に送受信可能

・ 当局、各自主規制機関、証券会社等の閣で連絡先や連絡方法を個別に把握する必要なし

-=!::二二コ=:;-

!麟 .持 - 体持..ブライデンス-正副耳石主取引の監視・問を行記示-
lIぞやれ ~ γ. p'j今日の刑事告発・課徴金勧告事案の摘発につながっています E 

※コンブライアンスWANは、売買審査に関するデータだけでなく、考査の際の叡引参加者に関するデータ捜受にも活用されています

.羽山pan山 n9竺ーIiと 2 

(ご参考)コンブライアンスWANの利用・申請方法
‘
 
.... 司
‘
 
.... .
 

・・・・・司‘
 
..... 司JPX 

_ lPXR売買審査部・東京証券取引所汀開発部

¥ T) ... 

取引参加者

1.利用申込書の送付(郵送)※1

【宛先]

日本取引所自主規制法人(JPXR)
売買審査部

4.ID/パスワード票受領

6.試行テスト完了報告書の送付 (e-mail)

[宛先]東京証券取引所汀開発部

(c:o-wan(a);px.CO. ;p) 

利用開始

2.内容確認・lD発行手続き

3.1D・パスワード票発行(郵送)※2

QA対応、等

7.試行テスト完了報告書を受領

8.利用承諾書を発行(郵送)

※1.コンブライアンスWANの利用にあたっては日本取引所自主規制法人売買審査部(050・3377-7447)までお問合せ下さい。

※2. ID・パスワード票、ファーストステップガイド、試行テスト実施手I1園、試行テスト完了報告書(様式)をお送りします。

|均一一 向山 .1nc. I
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